
マイナ保険証の利用普及を進めています！
医療機関の受診はマイナ保険証の利用を！

令和６年12月2日以降、健康保険証は新たに発

行されなくなり、医療機関等で診療を受けてい

ただく際は、マイナンバーカードを健康保険証と

して利用する仕組みに移行し、組合員及び被扶

養者の保険資格の確認は、マイナンバーカード

によるオンラインでの資格確認が基本となりま

す。

過去のお薬の情報や健診結果を
ふまえた医療を受けられる

手続きなしで
高額な窓口負担が不要に

確定申告の医療費控除申請が
カンタンになる

救急時、適切な応急処置や
病院の選定などに活用

防衛省共済組合
マイナ保険証利用率
8８.３2％（R8.3）

厚生ニュース

マイナ保険証の
申込み手続きは、
医療機関や薬局
でも可能です！

マイナンバーカードのICチップには保険証情報や医療
情報などのプライバシー性の高い情報は入っていません。
また、マイナンバーカードのICチップを使うときは暗証
番号が必要になるため、ほかの人は使えません。暗証番
号を一定回数間違えるとカード機能がロックされます。
また、マイナンバーを知られてしまっても、マイナンバー

を使う手続きは必ず本人確認とセットで行うこととなっ
ているため、代わりに手続きなどを行うことはできませ
ん。
マイナンバーカードを紛失した場合は、下記のマイナン

バー総合フリーダイヤルに電話することで、一時的に
カードの利用を停止することができます。見つからない
場合は、市区町村窓口でカード廃止手続きと再交付申請
を行ってください。

防衛省共済組合コンタクトセンター
TEL:050-3651-0805
受付時間（土・日・祝・年末年始を除く）
平日９：００～１７：００

※全国マイナ保険証利用率68.42％（R8.3） ※マイナンバーカードを取得していないなどの理由がある場合は、
「資格確認書」が無償で交付されます。

マイナポータルは、
下記のＱＲコードの
ログインから！
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